
第４回 静岡市新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議 

日時  令和２年４月３日（金）13:00～13:30 

会場  災害対策本部会室（静岡庁舎低層棟３階） 

次  第 

 １  開会 

 ２  報告 

  （１）感染者の状況について                【保健福祉長寿局】 

  （２）保健所長からのコメント               【保健所】 

  （３）学校の開校に関する今後の方向性について       【教育局】 

（４）市主催イベント等の開催に関する基本方針及び 

市が所有する公共施設の再開に関する今後の方針について【危機管理総室】 

 ３  市長メッセージ 

 ４  閉会 

＜危機対策本部 出席局＞ 

総務局・企画局・財政局・市民局・葵区役所・駿河区役所・清水区役所・観光交流文化局・

環境局・保健福祉長寿局・子ども未来局・経済局・都市局・建設局・消防局・上下水道局・

教育局・議会事務局  計18局区 

【事務局連絡先】 

危機管理課 総務係 81－4711  担当者 片山・村上・高山 





1 

３例目以降の患者発生を踏まえた学校再開の考え方について 

令和 2年 4月 3日 

教育委員会事務局 

〇 今般の市内第３例目から７例目までの感染者の発生を踏まえて教育局としては、

３月 27 日の対応方針の範囲内で対応を検討してきたところである。 

〇 教育局としては、３から６例目までの感染者とその関係者に関しては、濃厚接

触者もすべて陰性となっており、残る検査対象者からの感染拡大のおそれは考え

にくいとの保健当局の助言を踏まえ、３月 27 日の方針のいずれの場合にも当ては

まらないと考えている。 

〇 またその感染者の家族であって、東京に在住する感染者に関しては、市中での

行動履歴や濃厚接触者の特定も完了しており、市中の濃厚接触者の症状もないと

の保健当局の助言を踏まえれば、学校再開の可否に影響を与えないものと考えて

いる。 

〇 また、７例目の感染者に関しては学校の関係者ではなく、学校再開の可否に影

響を与えないものと考えている。 

〇 このため、３つの密の重複を回避することなどを徹底しながら、学校は予定ど

おり４月７日から新学期をスタートし、入学式も含めて執り行うこととする。 

〇 なお、３から６例目までの感染者に関しては、５、６例目の感染者が高校生又は

中学生である。 

〇 この感染者が本市の設置する学校の生徒か否かは公表される予定はないが、保

健当局によれば、すでに５、６例目の子どもが通う学校の消毒は完了しており、い

ずれの子どもの行動履歴にも濃厚接触者は存在しない。 

〇 ３月 27 日の方針のとおり、個別の学校の臨時休校は、消毒、濃厚接触者の特定

のために行うものであるから、５、６例目の感染者に関していずれの学校の休校

も必要ないと考えている。

〇 なお、本件に限らず一般的な対応として、本市の設置する学校の生徒がこの感

染症にり患した場合には、登校再開後は心理的負担に配慮した見守り体制を構築

することとしている。 

（参考）４月以降の学校再開の方針について（３月 27 日）（抜粋） 

４．当面の休校等の目安 
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 今後政府の専門家会議等の情報が出された場合更新する必要があるものの、市

民の警戒感を踏まえると、子どもたちが安心して学校に通うためには、暫定的に一

定の休校等の目安を定めることが必要である。 

 この際、３月 12 日の対策本部に報告した際の休校についての考え方を、専門家

会議の分析の内容を踏まえて、より具体的ないくつかのシナリオとして次のとお

り整理する。 

（１）一斉の休校を要する場合 

悪しくも本市が「感染状況が拡大傾向にある地域」となった場合には、感染症拡

大防止の必要性又は市民の安定を取り戻す必要性がある場合、一斉の休校を行う

こととする。 

また、これに至らない感染症拡大の段階であっても、市中で感染経路が不明な感

染者が発生した場合等、市民の警戒度が急激に高まった際には、子どもに対する安

定的な指導が困難となることが想定されるため、市民の安定を回復するための措

置として、市中の一定の地域を一斉に休校することも検討する。 

（２）個別の学校の臨時休校を行う場合 

 教職員やその家族に感染者が発生した場合や、児童生徒に感染者が発生した場

合には、その学校に対して、市民の警戒度が高まると考えられるため、施設の消毒

と濃厚接触者の特定が完了するまでの間、一時的に学校を休校する。 

 あわせて、感染者や濃厚接触者となった児童生徒の心理的負担が大きいおそれ

が高いことを踏まえて、追加的なカウンセラー派遣等心のケア体制を充実させる。



令和２年３月 27 日 

静 岡 市 

新型コロナウイルス感染症に係る 

市主催イベント等の開催に関する基本方針について 

静岡市が主催するイベント等の開催については、２月 27 日付で市の基本方針を定め、さらに、 

３月 12 日付けでその方針の改正を行い、市民及び関係者の皆様にお知らせしたところであるが、

その期限である３月 31日を迎えるにあたり、３月 19 日の国の専門家会議において示された状況分

析・提言及び、本市においては、現在、感染経路不明な患者が確認されていない状況等を勘案して

検討を行った結果、下記に示す内容を原則とする基本方針を定めた。 

今後は、イベント等の開催について、４月 24 日（金）まで下記の基本方針のとおり取り扱うこ

ととし、本市として、新型コロナウイルス感染症への対策に、引き続いて、鋭意取り組んでいくこ

ととする。 

記 

１ 市主催のイベント等について 

（１）県外からの参加者が見込まれる大規模なイベント等の開催については、国内の感染拡大を回

避するための国の方針を踏まえ、引き続き、中止、延期又は規模の縮小等の適切な判断をする。 

（２） 県外からの参加者が見込まれる大規模イベント以外のイベント等については、４月１日（水）

以降、国の専門家会議が示した以下の内容を遵守することにより、開催できるものとする。 

① 換気が悪い密閉空間をつくらない。 

② 多数が集まる密集場所をつくらない。 

③ 間近で会話や発声する密接場面をつくらない。 

 上記に加え、感染した場合に重症化しやすい高齢者など、特に配慮が必要となる方が参加するイ

ベントの開催については、引き続き、その実施について慎重に判断すること。 

 また、こまめな手洗い・消毒と咳エチケットの徹底、あるいは、共用品を使う際の消毒を徹底  

すること、さらに、体調不良の方の参加自粛を呼びかけるなど、「イベント等における感染対策のあ

り方の例（静岡市版）」（別添）を参考とし、感染防止の対策を徹底する。 

２ 市が共催する又は実行委員会に参画するイベント等や、指定管理者が行う事業については、市

の方針に準じて対応するよう関係者に要請していく。 

 なお、上記の方針については、状況に応じて随時見直しを行うこととする。 

以 上 



別 添 

【イベント等における感染対策のあり方の例（静岡市版）】

１ 人が集まる場の前後を含めた適切な感染予防対策の実施

［主催者が行う内容］ 

●体調不良の方が参加しないように、キャンセル料などについて配慮する。

●発熱者や具合の悪い方が特定された場合には、その者が触れた場所の消毒や、接触した可能性の

ある者等に対して連絡先を確認するなど、適切な感染予防対策を行う。

●主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したものでの拭き 

取りを定期的に行う。

●会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いができる様な場の

確保

［主催者が事前に参加者に周知すべき内容］ 

●発熱している場合や、咳などの症状がある方の参加を認めない。

●過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬をした方の参加を認めない。

●感染拡大している地域や国への訪問歴が 14 日以内にある方の参加を認めない。

●飛沫感染を防ぐための徹底した対策を求める。（例えば、「手が届く範囲以上の距離を保つ」、

「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声を出す機会が多い場面はマスクを着

用する」など）。

２ クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避

●換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取

り入れる換気を実施する。

●人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設け

るなど動線を工夫する。

●大きな発声をさせない環境づくり（声援などは控える。）

●共有物の適正な管理又は消毒の徹底

３ 感染者が発生した場合の適切な対応

●人が集まる場に参加した者の中に感染者が出た場合には、その他の参加者に対して連絡をとり、

症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡できる体制を確保する。

４ その他

●食事の提供は、大皿などでの取り分けは避け、パッケージされた軽食を個別に提供する等の工夫

をする。 

※上記は例であり、様々な工夫が考えられる。



令和２年３月 27 日 

静 岡 市 

市が所有する公共施設の再開について 

 静岡市においては、新型コロナウイルス感染症に係る市が所有する公共施設の休館等について、

３月２日付で方針を定め、さらに、３月 12 日付けでその方針の改定を行い、市民及び関係者の皆

様にお知らせしたところであるが、その期限である３月 31 日を迎えるにあたり、４月１日（水）

以降は準備の整った施設から順次再開する。 

 なお、施設の開館にあたっては、国の専門家会議が示した下記の内容を遵守すること。 

記 

１ 換気が悪い密閉空間をつくらない。 

２ 多数が集まる密集場所をつくらない。 

３ 間近で会話や発声をする密接場面をつくらない。 

 上記に加え、感染した場合に重症化しやすい高齢者など、特に配慮が必要となる方が来館する 

場合には、上記３つの条件の遵守について、特段の注意を払うこと。 

 また、こまめな手洗い・消毒と咳エチケットの徹底、あるいは、共用品を使う際の消毒を徹底  

すること、さらに、体調不良の方の来館自粛を呼びかけるなど、感染防止の対策を徹底すること。 

 なお、上記の方針については、状況に応じて随時見直しを行うこととする。 

以上 
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４月３日新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

市長メッセ―ジ 

【市民の皆さんへのメッセージ】 

ここ数日、静岡市内で新型コロナウイルス感染者の発生が続けて判明してお

り、市民の皆さんにおかれましては、決して他人事ではない、身近に起こる出

来事としての強い不安を募らせていることと思います。 

本日までに本市において判明した感染者につきましては、感染ルートが全く

想定できない、いわゆる「市中感染が強く疑われる患者の方はいない」と言え

る状況であり、これは、市民の皆さんが、日々、感染予防を意識した行動をと

っていただいているご協力あってのことであります。 

まずもって、市民の皆さんのそのご尽力に対しまして、深く敬意を払うとと

もに、心より感謝しているところでございます。 

特に、本市の子どもたちにおいては、突然の臨時休校や普段とは全く異なっ

た春休み期間となりましたが、そのような状況下であっても節制した生活を送

ってくれました。こちらもまた、保護者の皆さんのご理解と子どもたちの責任

ある行動が、今の状況に大きく貢献しているものと思っています。 
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来週からの学校の新学期については、十分に三つの「密」、密閉空間・密集場

所・密接場面が同時に起きる場面を避ける対策を講じたうえで、予定どおり再

開いたします。 

将来の静岡市を支える全ての子どもたちが、自ら描く夢に向かって勉強に励

むとともに、生涯かけがえのない友達と友情を深めていくことがこれまでと同

様にできるよう、子どもたちの学校環境と日常生活を守っていきたいと、強く

考えております。 

また、保護者の皆さんにおかれましては、この１週間、感染症患者が増えて

いることから、子どもを学校に送り出してもいいのかと不安に思う方もいらっ

しゃるかと思いますが、ぜひ落ち着いて、現在の静岡市がどのような状況なの

か、現状を認識していただきたいと思っております。 

いま、市内の患者さんたちは皆入院しており、普通の生活の場に感染者が 

いる状況ではございません。また、濃厚接触者の方は自宅待機していただいて 

おり、なおかつ、その方々に症状がないことを確認できております。 

そして、症状がない方が他の人に感染させる可能性は極めて低く、ましてや、   

その家族から、だれかに感染することはないと考えられます。 

そのため、子どもたちを安心して学校に送り出していただき、一生に一度の、

かけがえのない学校生活を見守っていただきたいと考えております。 
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子どもたちは、学校でも放課後でも、この問題を“自分ごと”だと受け止め

て、節制した生活を続けてくれることと思います。一方、子どもたちを守る教

職員もまた、自らの健康にも十分に気を付けながら、子どもたちの間でクラス

ターが発生することを避ける生活を送ってもらえるものと考えております。 

あわせて、子どもたちを見守る大人の皆さんには、子どもたちの安全な学校

生活を守るためにも、引き続き、“自分ごと”として、この感染症の問題を引き

受けて、自分が感染しない、他人に感染させないために、三つの「密」を避け、

不要不急の移動を控えて、節制した生活を送ってほしいと、私からお願いをい

たします。 

諸外国、日本国内の状況を鑑みて、今後も厳しい局面が続くことをご理解い

ただき、市民の皆さんに改めてご協力をお願いいたします。 


